
「環境未来都市」構想のコンセプト
（概要）

平成22年11月26日
地域活性化統合事務局

資料２



「環境未来都市」構想の目的等

豊かで快適に暮らすことができる持続可能な経済社会を実現する。

「環境未来都市」構想の目的等

○特定の都市・地域において、未来に向けた技術、仕組み、サービス、まちづくり
で世界トップクラスの成功事例を創出

○各段階での成功事例は、
・国内の他都市・地域に普及展開することで、内需の拡大や安定的な雇用の創
出につながり、経済社会の発展を実現

・海外展開することができれば、我が国の国際競争力の強化につながり、更なる
経済社会の発展を実現

我が国全体を持続可能な経済社会構造へと変革させる。

目的の達成に向けた基本的な考え方

１

○都市・地域をめぐる状況の把握＜現状＞

○将来の在るべき姿の設定＜将来ビジョン＞

○現状と将来ビジョンをつなぐ方策の実施＜実現手段＞

成功事例の創出と普及展開に向けて



（参考）目的の達成に向けた基本的な考え方のイメージ

時間
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２



３

都市・地域をめぐる状況

＜少子化・人口減少＞
・平成16年の約1億2,779万人をピークに、我が国の

人口は減少し始め、人口減少社会に突入。
・平成62年（2050年）には、約9,500万人まで減少す

るとの予測。
・人口減少に対応することができる都市・地域づくり
が必要。

＜高齢化＞
・総人口に占める65歳以上の高齢者の割合（高齢化
率）は、平成21年時点で22.7％。

・平成62年（2050年）には、約40％に達するとの見込

み。
・世界のどの国も経験したことがない超高齢社会を迎
えようとする中で、高齢者が健康で、安心して、充実
した生活を送ることができる都市・地域づくりが必要。

＜環境・エネルギー＞
・地球温暖化への対応として、京都議定書６％削減
約束、中長期目標（1990年比で2020年までに25％
削減、2050年までに80％削減）の達成に向けた低

炭素社会の実現が必要。
・レアメタルや化石資源の需給の逼迫への対応として、
国内で資源循環させる仕組みづくりが必要。

・国と都市・地域が適切な役割分担の下で、総力を挙
げて対応すべき。

都市・地域が直面している現状

・公害問題やオイルショックを克服する過程で培った省
エネ、水処理等に関する技術を始めとした環境・エネ
ルギー分野の技術

・人口が密集した都市・地域を長期間にわたり運営・管
理してきた経験や技術

・我が国の歴史、伝統、文化、国民性等

我が国の強み

等

等

・UAEのマスダール、中国の天津など世界各地で環

境・エネルギー関連技術の導入を中心とした環境都
市づくりが進展。

・スウェーデンやデンマーク等では、環境都市づくりの
手法をパッケージとして売り出している状況。

・アジアでは、数百万人が暮らすメガシティの建設が
進むとの予測。類似の気候帯に属する日本の省エ
ネ技術等に対する需要が高まる可能性が高い。

・今後アジでは、急速に高齢化が進む。例えば中国で
は、2050年には、高齢化率が30％を超える見込み

であり、人口規模を勘案すれば、非常に大きなマー
ケットが生まれることになる。

諸外国の動向

等



「環境未来都市」構想の将来ビジョン

「暮らしたいまち」（注１）とは、住民（注２）が、持続可能な発展のために重要な環境・社会・経済という３つの側
面（トリプルボトムライン）を勘案した以下の要素について、高い水準で総合的に満足（注３）している状態と
する。 環境価値の創造

・低炭素
・循環
・生物多様性
・水・大気環境

・エネルギー自給自足

社会的価値の創造

・健康
・介護
・安心安全
・ソーシャルキャピタル

・子育て支援
・内なる国際化
・生涯現役・アクティ
ブエイジング

・生涯学習

経済的価値の創造

・知識社会
・高度情報集積
・安定的な雇用、お金
・生涯現役・アクティブエイジング

・にぎわい創出
・更なる都市化
・観光
・新産業

・地域医療
・新たな社会規範
・文化
・観光

・先端的研究開発拠点
・仮想都市？（新技術・
システム、産業）

※「環境」は必須。それに加えて
「社会」、「経済」又はその両
方を実現。

※各価値の四角囲みの要素は
特に優先度が高いもの

※下線の要素は、高齢化対応
に関係するもの。そのうち、
赤字の要素は、特に高齢化

対応に関係が強いもの。
等

等 等

・国際化
・国際化

○都市・地域をめぐる状況や都市・地域が有する自然的社会的条件（気候・風土、歴史、伝
統、文化、人口、産業構造、インフラ等）を踏まえた上で、持続的に発展することができる
誰もが「暮らしたいまち」を実現する。その際、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の充
実等による社会的連帯感の回復を図りながら、新たな価値を創造することが重要。

○2050年の在るべき姿を念頭に置きつつ、2020年や2030年までの具体的な目標を設定。

・エネルギー
・住宅・建築物
・モビリティ
・情報通信技術
等の技術 等

４注1：「働きたい」 、「訪れたい」等の機能を含む。 注２：働き手、訪問者等を含む。 注３：満足とは、３つの価値創造による効用が長期的観点を含めて最大化されることをいう。



「環境未来都市」構想の将来ビジョンの実現手段

○環境、高齢化等に関する技術・システム、
サービス等を有機的に組み合わせた社
会実験を集中的に実施

ex.省エネ・創エネ、健康を同時に実現する

住宅づくりとそれを通じた新たな需要創出

○各環境未来都市において国際的な連携
を強化し、情報、人材、流通等のオープ
ン化

→副次的効果や相乗効果の創出

→ネットワーク化による新たな持続可能
な発展モデルの提示

○将来ビジョンの実現に必要な技術・システ
ム等を有する事業者、地方公共団体等か
ら構成される組織が実施主体。プロジェクト
マネジメントを実施することができる人材の
確保。

○国と実施主体が連携・協力を図りながら、
具体的な取組内容やロードマップを明確化

○環境価値、社会的価値、経済的価値の定
量的で簡易な手法による評価の実施。

○評価結果を踏まえ、迅速な意思決定・対応

取組の実施

全体の計画策定

取組状況の評価評価結果を受けた対応

→総合的な評価手法の確立→高い柔軟性を確保

※各社会実験等の単位でもPDCAサイクルを回す。

世界の英知を結集しながら補助金依存から脱却した自律モデルを確立
上記、全段階における成功事例を国内外に普及展開

環境未来都市を選定。各環境未来都市の自然的
社会的条件を踏まえた上で、将来ビジョンを設定。

国は、以下のような取組に対して支援を行う。

プロジェクトマネジメント
の着実な実施

全体のPDCAサイクル、

国内外への普及展開等

５


